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中小企業基盤整備機構の中小企業等支援策 
◆グループ補助金の活用等に向けた支援◆ 

被災された中小企業・小規模事業者の復旧・復興のため、各種支援策を講じます。 

グループ補助金は、中小企業等がグループを形成して取り組む復興に係る施設復旧等につ

いて国及び県が支援し、被災地域の経済・雇用の早期の回復を図ることを目的としています。 

当面は、補助金の交付申請に先立って必要となる復興事業計画の認定に当たり、被災された

中小企業等を支援する支援機関等と中小機構の復興支援アドバイザーが協力し、グループ形

成、計画策定についての助言を行います。 

また、各種支援施策活用や事業再建計画の立案等についての助言を行います。 

復興支援アドバイザーを派遣し、被災中小企業等の復旧・復興を支援機関等と共に支援します。 

◆販路開拓の促進◆ 

①販路開拓等のビジネスマッチングを促進する中小企業総合展の出展料を免除します。 

今後開催する次の展示会に係る出展料を免除します。 

（１）中小企業総合展 in Gift Show 2019 

開催場所 東京ビックサイト（第 87回東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2019内） 

開催時期 平成 31年 2月 12日（火）～15日（金） 4日間 

募集時期 平成 30年 9月上旬予定 

出展対象 ギフト関連商品（食品・飲料分野を除く）を取り扱う中小企業・小規模事業者 

URL   http://giftshow.smrj.go.jp 

（２）中小企業総合展 in FOODEX 2019 

開催場所 幕張メッセ（FOODEX JAPAN 2019内） 

開催時期 平成 31年 3月 5日（火）～8日（金） 4日間 

募集時期 平成 30年 9月上旬予定 

出展対象 食品・飲料分野を取り扱う中小企業・小規模事業者 

URL   http://foodex.smrj.go.jp 

 
（お問い合わせ先） 

中小機構販路支援部(販路支援課)  Tel: 0３-5470-１５２５ 
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復興支援アドバイザーによる支援 派遣依頼 
※派遣費用は無料で、複数回の派遣が可能です。 

（お問い合わせ先） 

中小機構中国本部(企画調整課)  Tel: 082-502-6300 

http://giftshow.smrj.go.jp/
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◆共済契約者の皆様への特例措置◆ 

◆様々なお問合せに対応しています◆ 

小規模企業共済制度、経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）の契約者に特例措置を講じて

います。 

小規模企業共済契約者には次の特例措置を講じています。 

（１）特例災害時貸付け（無利子）の実施 

（２）災害時貸付け（年０．９％）の適用拡大＜全国＞ 

（３）契約者貸付けの延滞利子の免除 

（４）掛金の納付期限の延長 

（５）共済金等の請求関係書類の省略等 

 

経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）契約者には次の特例措置を講じています。 

（１）掛金の納付期限の延長 

（２）共済金の返済期日の繰下げ 

（３）一時貸付金の返済の猶予 

（４）一時貸付金、解約手当金の請求関係書類の省略等 

支援施策の問合せ、経営相談に応ずるため特別相談窓口を設け、丁寧に対応します。 

被災された中小企業・小規模事業者からの支援施策や経営課題に関する問合せに対応する

特別相談窓口を設けました。  

越境 ECモールへの出店により EU加盟国への販路開拓を目指す「モール活用型 ECマー
ケティング支援事業」の募集を、8月 31日（金）まで延長しています。 

・越境 ECモール出店に係る費用の補助（補助率 1/2、補助上限 35万円） 

・越境 EC専門家によるアドバイス 

・中小機構特設ページ開設によるプロモーション 

・海外リアル店舗でのテストマーケティングイベントの開催（フランス） 

②海外(EU)への販路開拓を支援します（応募期間を延長しています）。 

支援内容 

申請お申し込みフォーム 

https://crossborder.smrj.go.jp/ 

（お問い合わせ先） 

モール活用型 ECマーケティング支援事業事務局 Tel:０５０－５５４１－６５４７ 

（お問い合わせ先） 

コールセンター（共済相談室） Tel:050-5541-7171【受付時間】平日： 午前 9時～午後 6時 

（特別相談窓口） 

中小機構中国本部(企画調整課)  Tel: 082-502-6300 


